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相談窓口のご案内 

お手続きについての相談窓口を開設しています。ご不明、ご不安なお手続きが 

ございましたらぜひこちらの窓口をご活用ください。尚、窓口はご相談者の方を 

お待たせしないよう、完全予約制としております。下記連絡先にご連絡をいた 

だき、ご予約をお願いいたします。 

【お問合せ】 町民課町民係 TEL：０２３４－７２－５８８５ 

このたびはご親族さまのご逝去を悼み、謹んでお悔やみ申し上げます。 

このハンドブックは今後ご遺族さまに生じる各種手続きについてご案内

しております。少しでもお役に立てれば幸いです。 
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           様の手続きチェックリスト 

亡くなられた方の状況によっては、ここでご案内している内容以外のお手続きも必要になりますので、

あらかじめご了承ください。詳細は P５以降をご確認ください。 

 

≪遊佐町役場での手続き≫ 

該当 亡くなられた方について 手続き ページ 担当課・係 

□ 印鑑登録をしていた 印鑑登録証の返納 ５ 町民課町民係 

□ 国民健康保険に加入していた 

国民健康保険被保険者証（７０歳以上の方で

加入されている方は国民健康保険被保険者

証兼高齢受給者証）の返納、葬祭費支給申請 

(申請者は喪主様になります） 

６ 

健康福祉課 

国民健康保険

係 

□ 
世帯主で家族が国民健康保険に

加入している 

国民健康保険被保険者証の記載事項変更（世

帯員に国民健康保険に加入している方がい

るとき） 

□ 

後期高齢者医療保険に加入して

いた（７５歳以上の方、６５歳以

上で障害認定を受けていた方） 

後期高齢者医療被保険者証の返納、葬祭費支

給申請 (申請者は喪主様になります） 

□ 
子育て支援医療・ひとり親家庭等

医療の受給資格があった 
各医療証の返納 

□ 
重度心身障がい（児）者医療証の

受給資格があった 
医療証の返納 

□ 
・６５歳以上だった 

・要介護認定を受けていた 
・介護保険被保険者証の返納 

・介護保険負担割合証等の返納 
7 

健康福祉課 

介護保険係 

□ 障がい者の認定を受けていた 
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健

福祉手帳の返納 
7 

健康福祉課 

福祉係 
□ 

特別障害者手当、障害児福祉手当

を受給していた 
資格喪失の届出、未支払請求 

□ 
児童手当または児童扶養手当を

受給していた 

児童手当：未支払請求書、額改定届、消滅届 

児童扶養手当：資格喪失届、受給者死亡届 

7 
健康福祉課 

子育て支援係 

□ 
１８歳以下のお子さんをもつ父

または母だった 

児童扶養手当認定請求、ひとり親家庭等医療

申請 

□ 
特別児童扶養手当を受給してい

た 
資格喪失・死亡の届出、未支払手当請求 

□ 
心身障がい児養育手当を受給し

ていた 
資格消滅届 

□ 農業者年金に加入していた 未支給年金の請求、資格喪失届 

8 農業委員会 

□ 農地を所有していた 農地相続の届出 
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□ 
上下水道利用の契約者（名義人）

だった 
名義変更の届出、解約の届出 8 

地域生活課 

上水道係 

□ 浄化槽の契約者（名義人）だった 
・浄化槽管理者変更報告書 

・浄化槽使用休止届出書 
8 

地域生活課 

下水道係  

□ 飼い犬がいた 犬の登録事項変更届 8 
地域生活課 

環境係  

□ 

「遊佐町」の表示のあるナンバー

がついた車両を使用していた 

（原動機付自転車、小型特殊自動

車） 

名義変更の届出、廃車の届出 8 町民課町民係 

□ 
固定資産税を支払っていた（固定

資産税の納税義務者だった） 
固定資産税納税義務者変更届 8 町民課課税係 

 

 

 

≪遊佐町役場以外での手続き≫ 

該当 亡くなられた方について 手続き ページ 

□ 
社会保険または共済組合等に加入

していた 
葬祭費の請求、資格喪失届、保険証の返納 

9 □ 
国民年金、厚生年金、共済年金等

に加入していた 

未支給年金の請求、死亡一時金の請求、遺族年金の請求、

死亡届 

□ 軍人恩給を受給していた 未支給分の請求 

□ 
亡くなられた方名義の口座から税

金等の引き落としをしていた 
口座変更または廃止届出 

10 

□ 
亡くなられた方の所得税が発生し

ている 
確定申告 

□ 
土地や家屋といった不動産を所有

していた 
相続登記手続き 

□ （相続人様が）相続を希望しない 相続放棄手続き 

□ （相続人様が）相続税が発生した 相続税の申告 

□ 株券、国債、社債をもっていた 相続手続き 

□ 郵便局の簡易保険に加入していた 保険金の請求 

11 

□ 生命保険に加入していた 保険金の請求、廃止届 

□ 電話の契約者（名義人）だった 名義変更手続き、解約の届出 

□ 電気の契約者（名義人）だった 名義変更手続き、解約の届出 

□ ガスの契約者（名義人）だった 名義変更手続き、解約の届出 

□ NHK の契約者（名義人）だった 名義変更手続き、解約の届出 

□ 土地や建物を借りていた 名義変更手続き、解約手続き 

□ 預貯金があった 相続手続き 12 

□ 
「庄内」の表示があるナンバーの

ついた車両を所有していた 
名義変更手続き、廃車手続き 

13 

□ 図書館を利用していた 利用者カード、貸出図書等の返却 
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主な手続き一覧 

＝遊佐町役場内での手続き＝ 

※各手続きの必要なものについては、亡くなられた方の状況によって異なりますので、 
あらかじめご了承ください。 

住民登録・戸籍・マイナンバー                                                  

区分 主な手続きの種類 内容等 詳細 担当課 

住
民
登
録 

住民票 

除住民票の請求 

※マイナンバーを記載して

お出しすることはできませ

ん 

【請求できる方】 

亡くなられた際に同一世帯

であった方、相続人の方（使

用目的は相続手続きに限る） 

【請求できるまでの期間】 

死亡届出日の翌開庁日 

※ただし、世帯主変更が伴う

場合はさらに日数がかかる

場合があります。 

【必要なもの】 

請 求 者 の 本 人 確 認 書 類 ※

P13、手数料 

町民課町民係 

☎７２－５８８５ 

戸
籍 

戸籍 
死亡記載のある戸籍の 

請求 

【請求できる方】 

直系の親族、相続人の方（使

用目的は相続手続きに限る） 

【請求できるまでの期間】 

死亡届出日から約７日後（連

休等を挟む場合は７日以上

掛かります） 

※ただし、本籍地が遊佐町以

外の場合はさらに日数がか

かります。 

【必要なもの】 

請 求 者 の 本 人 確 認 書 類 ※

P13、手数料 

印
鑑
登
録 

印鑑登録 

印鑑登録証の返納 

※印鑑の登録は自動で抹消

されます 

【必要なもの】 

印鑑登録証 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー 

マイナンバーカード 

通知カード 

亡くなられた方のマイナンバー（個人番号）は、マイナン

バーカードまたは通知カードでしか確認できません。お手

元で保管ください。 

※マイナンバー入りの住民票はお出しできません 



6 

 

国民健康保険・後期高齢者医療保険                           

区分 主な手続きの種類 内容等 詳細 担当課 

国
民
健
康
保
険 

国民健康保険 

国民健康保険被保険者証の

返納 

【必要なもの】 

国民健康保険被保険者証 

健康福祉課 

国民健康保険係 

☎７２－５８７５ 

葬祭費の請求 

 

国民健康保険に加入されて

いた方が亡くなられた場合、

喪主様に対して５万円が支

給されます。 

【必要なもの】 

葬祭費申請書 

※喪主様以外の方の口座へ

振り込みを希望される場合

は、喪主様からの委任状が必

要となります。 

国民健康保険被保険者証の

記載事項の変更 

※世帯主の変更があり、世

帯員に国民健康保険の加入

者がいた場合 

【必要なもの】 

国民健康保険に加入されて

いる方の保険証 

後
期
高
齢
者
医
療
保
険 

後期高齢者医療保険 

後期高齢者医療被保険者証

の返納 

【必要なもの】 

後期高齢者医療被保険者証 

葬祭費の請求 

 

後期高齢者医療保険に加入

されていた方が亡くなられ

た場合、喪主様に対して５万

円が支給されます。 

【必要なもの】 

葬祭費申請書 

※喪主様以外の方の口座へ

振り込みを希望される場合

は、喪主様からの委任状が必

要となります。 

医
療
証 

子育て支援医療証、 

ひとり親家庭等医療証 

 

各医療証の返納 
【必要なもの】 

各医療証 

ひとり親家庭等医療証の申請 

※１８歳以下の子の父または

母が死亡した場合 

【必要なもの】 

親と子の保険証 

※所得制限があります 

重度心身障がい（児）

者医療 

重度心身障がい（児）者医療証

の返納 

【必要なもの】 

重度心身障がい（児）者医療証 
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介護保険・福祉（障がい、高齢者、子ども）                               

区分 主な手続きの種類 内容等 詳細 担当課 

介
護
保
険 

介護保険 
介護保険被保険者証等の返

納 

【必要なもの】 

介護保険被保険者証 

（要介護認定を受けていた

方は介護保険負担割合証等） 

健康福祉課 

介護保険係 

☎２８－８２５１ 

障
が
い
福
祉 

身体障害者手帳、療育

手帳、精神障害者保健

福祉手帳 

各種手帳の返納 
【必要なもの】 

各種手帳 

健康福祉課福祉係 

☎７２－５８８４ 

特別障害者手当、 

障害児福祉手当 
資格喪失届、未支払請求 

【必要なもの】 

印鑑、 

振替したい口座の預金通帳 

高
齢
者
福
祉 

紙おむつ支給事業、 

緊急通報システム事

業、その他高齢者福祉

サービス 

各種サービスをご利用の方

が亡くなられた場合、担当

までご連絡ください。 

【必要なもの】 

詳細は福祉係にお問い合わ

せください。 

子
ど
も
福
祉 

児童手当 

未支払請求 

※受給者が死亡したとき 

【必要なもの】 

お子さま名義の預金通帳 

健康福祉課 

子育て支援係 

☎７２－５８９７ 

額改定届、消滅届 

※受給対象児童が死亡した

とき 

【必要なもの】 

詳細は子育て支援係にお問

い合わせください。 

児童扶養手当 

資格喪失届・受給者死亡届 

【必要なもの】 

詳細は子育て支援係にお問

い合わせください。 

児童扶養手当認定請求 

※１８歳以下の方の父また

は母が死亡したとき 

【必要なもの】 

詳細は子育て支援係にお問

い合わせください。 

特別児童扶養手当 
資格喪失・死亡の届出、 

未支払手当請求書の提出 

【必要なもの】 

証書、支給要件児童名義の 

預金通帳 

心身障がい児童手当 資格消滅届 
【必要なもの】 

振替したい口座の預金通帳 
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その他役場での手続き                                 

区分 主な手続きの種類 内容等 詳細 問い合わせ 

農
業 

農業 

農業者年金の未支給分の 

請求、資格喪失届 

農業者年金の未支給分が発

生していた場合、請求するこ

とができます。 

【必要なもの】 

詳細は農業委員会にお問い

合わせください。 農業委員会 

☎７２－５８９０ 

農地相続の届出 
【必要なもの】 

詳細は農業委員会にお問い

合わせください。 農地中間管理事業に係る 

契約変更届 

上
下
水
道 

上下水道 契約者の変更、解約手続き 

【必要なもの】 

お手続きされる方の本人確

認書類※P13 

地域生活課 

上水道係 

☎７２－５８８７ 

浄
化
槽 

浄化槽 

契約者の変更 

※空き家になる場合は浄化

槽使用休止届出書 

【必要なもの】 

お手続きされる方の本人確

認書類※P13 

地域生活課 

下水道係 

☎７２－５８９４ 

飼
い
犬 

犬の登録 犬の登録事項変更届 

【必要なもの】 

お手続きされる方の本人確

認書類※P13 

地域生活課環境係 

☎７２－５８８１ 

車
両 

「遊佐町」ナンバーの

車両 

（原動機付自転車、 

小型特殊自動車） 

名義変更届、廃車届 

【必要なもの】 

現在使用しているナンバー

プレート（同一世帯内での名

義変更の場合は不要）、届出

人の本人確認書類※P13 

町民課町民係 

☎７２－５８８５ 

町民課課税係 

☎７２－５８７６ 

税
金 

固定資産税 
固定資産税納税義務者変更

届（相続登記未了の場合） 

【必要なもの】 

固定資産税納税義務者等変

更届（相続登記が未了の方に

書類が郵送されますのでご

確認ください。） 

町民課課税係 

（固定資産担当） 

☎７２－５４１２ 

未納町税の確認 
亡くなられた方に町税の未納が存在する場合、納税の手続

き等、相談が必要です。 

町民課納税係 

☎７２－５４１１ 
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＝役場以外での手続き＝ 

区分 主な手続きの種類 内容等 必要なもの等 問い合わせ 

健
康
保
険
・
年
金 

社会保険、共済保険 
健康保険証の返却、 

葬祭費の申請 

詳細は勤務先にお問い合わ

せください。 
勤務先 

国民年金 

厚生年金 

共済年金等 

未支給年金の請求 

 

亡くなられた月までに受給

予定であった年金を請求す

ることができます。請求する

権利のある方は、亡くなった

方と生計を同じくしていた

親族となります。詳しくはお

問い合わせください。 
最寄りの年金セン

ターまたは年金事

務所 

 

鶴岡年金事務所 

☎０２３５－ 

２３－５０４０ 

（手続き内容の確

認） 

 

予約センター 

☎０５７０－ 

０５－４８９０ 

（予約専用） 

死亡一時金の請求 

 

亡くなられた方がまだ年金

を受給しておらず、一定期間

国民年金の保険料を納めて

いた場合対象となります。詳

しくはお問い合わせくださ

い。 

遺族年金の請求 

 

亡くなられた方によって生

計を維持されていた方（配偶

者、子など）が対象となりま

すが、支給要件があります。

詳しくはお問い合わせくだ

さい。 

死亡届 

【必要なもの】 

・死亡診断書のコピー 

・本人確認書類※P13 

・亡くなられた方の年金証書

（あれば） 

軍
人
恩
給 

軍人恩給 
未支給分の請求 

 

※未支給分の有無および請

求できる続柄かどうかは電

話でお問い合わせください。 

【必要なもの】 

・恩給証書（電話での問い合

わせの際に証書の番号を確

認されます） 

・その他必要な書類について

は電話でお問い合わせくだ

さい。 

総務省恩給相談室 

☎０ ３ － ５ ２ ７ ３

－１４００ 

※音声ガイダンス

は①を選択 
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区分 主な手続きの種類 内容等 詳細 問い合わせ 

税
金 

町税の口座振替 
町税の引き落とし 

口座の変更 

【必要なもの】 

通帳およびその届出印 

※各金融機関にてお手続き

をお願いします。税金の支払

いに関することは納税係ま

でお問い合わせください。 

各金融機関 

 

納税係 

☎７２－５４１１ 

所得税 

★４カ月以内に手続

き必要！ 

亡くなられた方の 

税金の申告 

亡くなられてから４カ月以

内に税務署において手続き

が必要です。税務署では相談

窓口も開設しています。 

（事前予約制） 
酒田税務署 

☎３３－１４５０ 

相続税 

★１０カ月以内に手

続き必要！ 

相続税の申告 

亡くなられてから１０カ月

以内に税務署において手続

きが必要です。税務署では相

談窓口も開設しています。 

（事前予約制） 

相
続 

相続登記 相続登記手続き 

法定相続、遺言、遺産分割な

どによって相続人が決定し

たときは、相続を原因とする

所有権移転登記申請が必要

になります。詳しくは、法務

局の窓口へお問い合わせく

ださい。（事前予約制） 

山形地方法務局 

酒田支局 

☎２５－２２２１ 

相続放棄 相続放棄手続き 

相続放棄を行う場合は、申述

期間中（自己に相続の開始が

あった事を知った時から３

カ月以内）に相続放棄手続き

が必要です。詳しくは家庭裁

判所へお問い合わせくださ

い。 

山形家庭裁判所酒

田支部 

☎２３－１２７２ 

証
券 株券、国債、社債 株券、国債、社債の手続き 

各証券会社にお問い合わせ

ください。 
各証券会社 
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区分 主な手続きの種類 内容等 詳細 問い合わせ 

生
命
保
険 

簡易保険 保険金の請求 

保険の契約内容により、 

保険証書、死亡証明書（役場

で発行しています）、戸籍謄

本等が必要になります。詳し

くは郵便局の窓口へお問い

合わせください。 

遊佐郵便局 

☎７２―２２１１ 

生命保険 保険金の請求 

解約や入院給付金、死亡保険

金など手続きによって必要

な書類が異なりますので、各

保険会社にお問い合わせく

ださい。 

各保険会社 

電
話
・
光
熱
費 

電話 名義変更、解約 

契約内容や回線の状況によ

って手続きが異なりますの

で、一度 NTT 東日本へ電話

でご確認ください。また、電

話において契約者の氏名や

電話番号のほか、電話料金の

支払い方法等を聞かれる場

合がありますので、あらかじ

めご確認ください。 

NTT 東日本 

☎０１２０－ 

３７３―１１６ 

（土日祝も可） 

電気 名義変更、解約 
各電力会社に電話にてお問

い合わせください。 

東北電力 

☎０１２０― 

０６６―７７４ 

ガス 名義変更、解約 
各ガス会社に電話にてお問

い合わせください。 
各ガス会社 

Ｎ
Ｈ
Ｋ 

NHK 名義変更、解約 

初回は電話またはインター

ネット（名義変更のみ）での

手続きとなります。 

NHK 窓口 

☎０５７０― 

０７７―０７７ 

賃
貸 借地・借家 名義変更等 

不動産業者または契約の相

手方にご連絡ください。 

不動産業者または

契約の相手 
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区分 主な手続きの種類 内容等 詳細 問い合わせ 

銀
行 

預金 

ゆうちょ銀行での手続

き 

【必要なもの】 

通帳や保険の証書 

※その他必要書類について

は、郵便局窓口にてお問い合

わせください。 

遊佐郵便局 

☎７２―２２１１ 

荘内銀行での手続き 

電話で予約をしておくと手続

きがスムーズになります。積

立や投資信託などの取引が漏

れやすいのでご注意くださ

い。 

 

【必要なもの】 

・取引のわかる通帳など 

・被相続人の死亡記載のある

戸籍謄本 

・被相続人との関係が確認で

きる戸籍謄本（配偶者の場合

は不要） 

・手続きをされる方の本人確

認書類 

・遺産分割協議書（あれば） 

・遺言書（あれば） 

※その他必要書類について

は、銀行窓口にてお問い合わ

せください。 

荘内銀行遊佐支店 

☎７２―２５１１ 

庄内みどり農協での手

続き 

【必要なもの】 

・取引のわかる通帳など 

・被相続人の出生から死亡ま

での連続した戸籍謄本 

※その他必要書類について

は、窓口にてお問い合わせく

ださい。 

庄内みどり農協 

遊佐支店 

☎７２―３２３２ 

きらやか銀行での手続

き 

【必要なもの】 

・取引のわかる通帳など 

※保険や定期預金などの取引

のわかる書類がない場合は、

個人情報の開示請求の手続き

が必要です。 

※その他必要書類について

は、銀行窓口にてお問い合わ

せください。 

きらやか銀行 

遊佐支店 

☎７２―３２２２ 
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区分 主な手続きの種類 内容等 詳細 問い合わせ 

車
両 

庄内ナンバーの車両 

軽自動車の 

名義変更、廃車 

【必要なもの】 

・車検証 

・亡くなられた方の死亡記載

のある戸籍謄本 

・亡くなられた方と新しく名

義人になる方との関係を確認

できる戸籍謄本 

・新しく名義人になる方の住

民票（発行から３カ月以内の

もの） 

 

<廃車手続きをする場合> 

名義変更の手続き後に廃車手

続きとなります。 

【必要なもの】 

・ナンバープレート 

・手数料３５０円 

軽自動車検査協会山形

事務所 

庄内支所 

☎０５０― 

３８１６―１８３６ 

普 通 自 動 車 、 軽 二 輪

（125cc 超～250cc以下）、 

小型二輪（250cc 超）の 

名義変更、廃車 

亡くなられた方と新しく名義

人になる方のご関係によって

必要書類が異なりますので、

手続きについては庄内自動車

検査登録事務所にお問い合わ

せください。 

東北運輸局 山形運輸

支局 庄内自動車検査

登録事務所 

☎０５０― 

５５４０―２０１４ 

図
書
館 

利用者カード、 

貸出図書 

利用者カード、貸出図書の

返却 

【必要なもの】 

利用者カード、貸出図書 

遊佐町立図書館 

☎７２－５３００ 

 

※本人確認書類とは （期限のあるものは期限内のもの、原本） 

１点でよいもの ２点以上お持ちいただくもの 

・マイナンバーカード（個人番号カード） 

・運転免許証 

・パスポート 

・写真付き住民基本台帳カード 

・各種障害者手帳 

・在留カード 

・特別永住者証明書 

・運転経歴証明書          など 

・国民健康保険、健康保険、船員保険、 

または介護保険の被保険者証 

・共済組合員証 

・年金手帳（基礎年金番号通知書） 

・国民年金、厚生年金保険、または船員保険 

にかかる年金証書 

・写真無し住民基本台帳カード 

・学生証                など 
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遊佐町の行政書士・司法書士一覧 

◎行政書士 

 

◎司法書士 

氏名 事務所の名称 住所 電話番号 

丹羽 謙吉 

 
遊佐町遊佐字舞鶴 

２１１番地の２ 
４３―１８１６ 

 

 

氏名 事務所の名称 住所 電話番号 

池田 義則 
 

遊佐町遊佐字鶴田３３番地２ ２８―９６１５ 

齋藤 武 齋藤武行政書士事務所 
遊佐町白井新田字藤井北 

３３番地の２ 
７１―２３１３ 

佐々木 正紀 
佐々木正紀行政書士 

事務所 

遊佐町豊岡字幕ノ内 

１１８番地 
７２―５１２４ 

佐藤 薫 佐藤薫行政書士事務所 
遊佐町遊佐字向田 

１２番地の４ 
７２―４９５２ 

佐藤 圭 佐藤圭行政書士事務所 
遊佐町遊佐字向田 

１２番地の４ 
７２―４９５２ 

菅原 和幸 
行政書士菅原和幸 

事務所 

遊佐町直世字前田 

５８番地 
７２―３３９１ 


